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　300万円以上（預入単位1円）でお預けいただくことができます。ただし、預金者ご本人
の退職金のお受取額を上限とします。
₃.（自動継続）
⑴　この預金は通帳記載の満期日に、３か月または６か月満期の自動継続自由金利型定期
預金（M型）に自動的に継続します。なお、継続後は、金利、その他の全てについて自
動継続自由金利型定期預金（M型）に従ってお取扱いします。
⑵　継続を希望されない場合は、満期日までにその旨を申出てください。この申出があっ
たときは、この預金は満期日以後に支払います。満期日以降については、普通預金利率
にてお取扱いします。

₄.（利息）
⑴　この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について通帳記載の利率によっ
て計算します。
⑵　この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合または共通規定第９条の規定
により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解
約日の普通預金利率によって計算します。
⑶　この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
₅.（預金の解約、書替継続）
⑴　この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはで
きません。
⑵　この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して
この通帳とともに当行に提出してください。� �

B　６か月以上１年未満…………約定利率×50%
　　ただし、預入日から解約日までの預入期間が６か月以上のものについて、預入日から
解約日までの預入期間および解約時点での金額に応じて、預入日現在の自動継続自由金
利型定期預金（M型）の店頭表示利率に90%を乗じた利率を上回らないものとします。
⑷　この預金の付利単位は１円とし、１年を365日として日割で計算します。
₅.（預金の解約）
⑴　この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはで
きません。
⑵　この預金を第３条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当行所定の払戻請
求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当行に提出してください。

� 以　　　　　上

退職金専用定期預金規定
₁.（預入対象者）
⑴　この預金の対象者は、40歳以上の個人の方で、預金お申込み時点で当行の口座に預金
者ご本人の退職金を入金された方とします。なお、他の金融機関にて退職金を受取りの
場合でも、当行口座に預け替えいただければ、この預金の対象とします。
⑵　この預金は、退職金をお受取りになれた日から、３か月以内に預入いただくことが条
件となります。

₂.（預入れの最低金額等）

　なお、この預金の一部解約はできません。
� 以　　　　　上

年金式定期預金（マイライフアップ）規定
₁.（預入対象者）
　この預金の対象者は、個人の方とします。
₂.（預入れの最低金額等）
　200万円以上（預入単位1円）でお預けいただくことができます。
₃.（預入れの期間）
　この預金の預入れの期間は、5年もしくは7年です。
₄.（預入れ預金の取扱）
⑴　この預金は、当初1年間の利息を預入日から1年経過後の預入応答日に合計し、預入金
額といたします。
⑵　⑴の合計後の預入金額を、1年経過後の預入応答日に、以後奇数月の預入応答日にお
受け取りいただく預金と満期日に一括してお受取りいただく預金とに、千円単位で均等
に分割いたします。千円以下の端数がある場合は、後者の満期日に一括してお受取りい
ただく預金に合計いたします。
⑶　⑵の奇数月の預入応答日にお受け取りいただく預金については、下記5.⑴で定める預入
期間に応じた受取回数で支払います。なお、受取回数に応じた明細に分割する際は、100
円単位で分割のうえ、端数がある場合は最後にお受け取りいただく預金に合計いたします。
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